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表紙

（ 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項 ）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に
電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたしま
す。

第27回定時株主総会資料

● 事業報告
「業務の適正を確保するための体制」
「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
「会社の支配に関する基本方針」

● 連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」

● 計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

第27期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
株式会社エンバイオ・ホールディングス
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業務の適正を確保するための体制

⑴ 業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 当社は「エンバイオ・ホールディングスグループ行動指針」、「コンプライアンス規程」及

び「エンバイオ・ホールディングスグループ　コンプライアンス行動規範」を制定し、取締
役及び使用人が法令及び社内規程を遵守し、社会倫理を優先させる行動をするよう周知徹底
しております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に関する重要な文書等は、「文書管理規程」に基づき適切に保存及び管
理します。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の当社経営に重大な
影響及び損失を及ぼす危険を、全社横断的に把握し、適正に管理・対処していくため、「リ
スク管理規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底することとしております。また、大規
模な事故・災害等当社の経営に重大な影響を与える緊急事態が発生した場合には、代表取締
役社長をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとしております。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　定時取締役会を原則月１回開催し、法令及び定款で定められた事項及び経営方針・政策に
関する重要事項について審議し、効率的で迅速な意思決定を行うものとしております。さら
に、経営方針の徹底、業務執行に関する重要事項の決定、利益計画の進捗状況を管理するも
のとしております。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための
体制
・当社は「コンプライアンス規程」及び「エンバイオ・ホールディングスグループ　コン
プライアンス行動規範」に基づき、当社グループ内の子会社におけるコンプライアンス
推進を支援します。
・「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務を所管する管理本部と連携し、子会社にお
ける法令及び定款に適合するための指導・支援を実施します。
・子会社の業務活動全般も内部監査室による内部監査の対象としており、併せてグループ
一体となった内部統制の維持・整備に努めます。
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業務の適正を確保するための体制

ロ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社の事業が適正に行われているか定期的に
報告を求め、子会社の経営内容を把握します。
・子会社における業務執行状況及び決算などの財務状況を定期的に当社の取締役会で報告
をするものとします。

ハ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
・子会社のリスクについては、「リスク管理規程」に基づき、当社がグループ全体のリス
クの評価と対応の実施及びリスク管理体制の維持・整備に努めます。

ニ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案
件については、その内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること
等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保するものとします。

⑥ 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及びその使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関す
る事項
イ．監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、管理本部長が
監査等委員の意見を十分に検討し、必要に応じて人員を配置します。

ロ．監査等委員を補助すべき使用人の人事異動については、監査等委員と管理本部長が協議
し、決定します。

⑦ 前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
　監査等委員を補助すべき使用人は当社の就業規則に従いますが、当該使用人への指揮命令
権は各監査等委員に属するものとし、異動、処遇、懲戒等の人事事項については監査等委員
と事前協議のうえ実施します。

⑧ 当社の監査等委員への報告に関する体制について
イ．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員に報告する
ための体制その他の体制について
・監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会な
どの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書
を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとします。
・取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがあ
る事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員に報告します。

ロ．子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監
査等委員に報告するための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として
不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
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業務の適正を確保するための体制

・当社の監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会
社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の
取締役、監査役または使用人にその説明を求めることとします。
・子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に
著しい損害を及ぼすおそれがある事実、その他重要な事実があることを発見したとき
は、法令に従い、直ちに当社の監査等委員に報告します。
・「内部通報規程」において、通報窓口は通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り
得た秘密事項を漏らすことを禁止しており、漏らした場合には当社社内規程に従い処分
を課します。また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対して、不
利益な取扱い（降格、減給、解雇、派遣労働者の交代、労働者派遣契約の解除等）を禁
止しております。

⑨ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事
項について
　監査等委員による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実効性を担保す
るべく予算を措置します。

⑩ その他、監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員の監査に対する
理解を深め、監査体制の実効性を高めるため、監査等委員の監査に協力します。

ロ．監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催し、ま
た内部監査室と連携を図り、効果的な監査業務を遂行します。

⑪ 財務報告の適正性を確保するための体制の整備について
　当社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに従い、財務報告に係る具体的な内部統
制の整備及び運用を定め、財務報告の信頼性及び適正性を確保します。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容について
イ．当社は、反社会的勢力への対応について、総務部を対応窓口として、「反社会的勢力対
策規程」、「反社会的勢力対策実施マニュアル」及び「反社会的勢力等の調査実施マニ
ュアル」を制定し、当社のステークホルダーに反社会的勢力が係わっていないことのチ
ェックを指示し確認します。

ロ．当社は、反社会的勢力についての理解を深め、関係を排除するための対応、毅然とした
対応ができるよう、定期的に社内教育を行います。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、会社の支配に関する基本方針

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① コンプライアンスに関する取組み
　「エンバイオ・ホールディングスグループ行動指針」を社内に掲示し、取締役及び使用人
に遵守の徹底を図っております。また、コンプライアンスに係る教育を定期的に実施してお
り、基本的事項の再確認などコンプライアンス意識向上を図るとともに、外部の弁護士事務
所及び当社内部監査室室長を窓口とした内部通報体制を整備しており、コンプライアンスの
実効性向上に努めております。

② リスク管理体制
　リスク管理を適切に行うために「リスク管理規程」を制定し、取締役及び使用人に遵守の
徹底を図っております。また、毎四半期に開催されるリスク・コンプライアンス委員会にお
いて、各種リスクが顕在した場合の解決策について議論し、当社取締役会に情報の共有化を
図っております。そして、当社取締役会において、収集したリスク及び経営課題の対応方法
について積極的に議論しております。

③ 業務執行の適正性や効率性の向上
　取締役会は社外取締役５名を含む取締役９名で構成されております。当事業年度に取締役
会は14回開催し、「取締役会規程」に基づき上程された各議案についての審議、職務執行
の状況の報告及び監督を行い、活発な意見交換がなされ決議されております。

④ 当社グループにおける業務の適正の確保
　連結子会社を含めた当社グループの業務を適正に確保するため、連結子会社に役員を派遣
することで、各社の業務執行状況の把握に努めております。また、毎月１回定例で開催され
る取締役会において、当社グループ各社の業務の執行状況について報告を受けております。

⑤ 監査等委員による監査が実効的に行われることの確保等
　監査等委員の情報収集の体制として、当社グループにおいて、重要な会議への出席、社長
との意見交換の場を確保すること等に加え、取締役が決裁した社内稟議を監査等委員が閲覧
することで、監査等委員による業務執行状況の確認と監査の実効性向上に努めております。
また、内部監査室は当社の監査等委員と定期的に、内部統制システムの整備・運用状況等に
関する意見交換を行い、緊密な連携を図っております。

⑶ 会社の支配に関する基本方針
　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりませ
ん。
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連結株主資本等変動計算書

( 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 2,325 2,404 4,149 △38 8,840

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △72 △72

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 265 265

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 7 3 11

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 ー 7 192 3 203

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 2,325 2,412 4,341 △35 9,043

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結株主資本等変動計算書

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計
その他有価証
券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 　 　 　 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 2 28 270 301 89 9,230

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △72

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 265

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 11

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額) 14 44 △155 △96 △10 △107

当連結会計年度変動額合計 14 44 △155 △96 △10 96

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 16 72 115 204 78 9,326

（単位：百万円）
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連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

・連結子会社の数 16社
・連結子会社の名称

　株式会社エンバイオ・エンジニアリング
　恩拜欧（南京）環保科技有限公司
　株式会社エンバイオ・リアルエステート
　株式会社土地再生投資
　ソーラー年金株式会社
　太陽光パーク２合同会社
　ヴェガ・ソーラー合同会社
　アルタイル・ソーラー合同会社
　株式会社エンバイオ・エシカル・プロダクツ
　株式会社エンバイオC・エナジー
　MaF合同会社
　エンバイオC・ウェスト合同会社
　株式会社エンバイオ・ネクテス
　Enbio Middle East FZE LLC
　Enbio Lel Taqa FZC LLC
　DEFNE ENERGY INVESTMENT INDUSTRY TRADE LIMITED
　上記のうち、株式会社エンバイオ・ネクテスは新たに設立したため、当連結会計年度より連結の範囲
に含めております。

⑵ 持分法の適用に関する事項
　持分法を適用していない関連会社の状況

・関連会社の数　3社
・主要な会社等の名称

　Carbon & Volts Sdn.Bhd
　Al Qasr Al Akhdar Lehlool Estedamat al Meyah
　Alamport Renewables Pte. Ltd.

　　(持分法を適用しない理由)
　持分法を適用しない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等
からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても
重要性がないためであります。
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⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち恩拜欧（南京）環保科技有限公司、Enbio Middle East FZE LLC、Enbio Lel Taqa 
FZC LLC及びDEFNE ENERGY INVESTMENT INDUSTRY TRADE LIMITEDの決算日は、12月31日で
あります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた
重要な取引については連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年
度と一致しております。

⑷ 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
・子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券
　　移動平均法による原価法によっております。
・その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によって
おります。

　市場価格のない株式等
　主として移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有
価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の
決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

ロ. デリバティブ
　時価法によっております。

ハ. 棚卸資産
　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

・商品………………………移動平均法
・原材料……………………個別法
・仕掛品……………………個別法
・仕掛販売用不動産………個別法
・販売用不動産……………個別法
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産

　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、
太陽光発電所に係る機械装置及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物　　　４年～47年
　機械装置及び運搬具　６年～20年

ロ. 無形固定資産
　定額法によっております。自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間
（５年）、契約関連無形資産については契約期間に基づいております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ のれんの償却方法及び償却期間
　のれんについては、その効果の発生する期間にわたって均等償却を行っております。

⑤ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、収益及び費用は在外子会社の期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替
換算調整勘定に含めております。

⑥ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

イ．土壌汚染対策事業
　土壌汚染対策事業は、土壌汚染の調査、対策工事の設計・施工、コンサルティング及び調査・対策
工事に使用する機器・資材・浄化用薬剤の輸入販売並びに水処理設備等の設計・施工・維持管理及び
建築工事を行っております。
　土壌汚染対策事業に係る工事契約は、その工事が契約期間にわたり実施されるものであり、財又は
サービスに対する支配が契約期間にわたって移転し、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判
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断していることから、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しており
ます。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合
は、原価総額の見積額に対する累積実際発生原価の割合（インプット法）で算出しており、履行義務
の結果を合理的に測定できない場合は、累積実際発生原価の範囲でのみ収益を認識しております。な
お、契約金額に重要性がなくごく短期な工事契約、調査及びコンサルティング業務については完全に
履行義務を充足した時点で収益を認識しております。また、原位置調査・原位置浄化に使用する商品
の販売については、商品を顧客に引き渡すことで履行義務が充足されると判断しており、当該引渡時
点において収益を認識しております。ただし、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

ロ．ブラウンフィールド活用事業
　ブラウンフィールド活用事業は、土壌汚染地の買取再販・賃貸並びにコンサルティング及び権利調
整案件の買取再販・賃貸を行っております。
　不動産の販売については、顧客との不動産売買契約に基づき物件の引渡しを行う履行義務を負って
おり、当該履行義務は顧客へ物件を引渡し、入金を確認した時点で充足されると判断していることか
ら、当該時点で収益を認識しております。なお、不動産賃貸事業は、企業会計基準第13号「リース
取引に関する会計基準」に基づき収益を認識しております。

ハ．自然エネルギー事業
　自然エネルギー事業は、再生可能エネルギーを利用した売電並びに再生可能エネルギープロジェク
トへの投資を行っております。
　再生可能エネルギーを利用した売電は、顧客との契約に基づき電力を供給する履行義務を負ってお
り、当該履行義務は電力の供給時に充足されると判断していることから、顧客に電力を供給した時点
で収益を認識しております。

⑦ 重要なヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処
理を採用しております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金利息

ハ. ヘッジ方針
　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別
契約ごとに行っております。

ニ. ヘッジの有効性評価の方法
　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を
比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、特例処理によっている金利スワップ
については、有効性の評価を省略しております。

⑧ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
当社及び一部の連結子会社はグループ通算制度を適用しております。
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受取手形 53百万円
売掛金 1,877百万円
契約資産 377百万円

２. 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
　一定期間にわたり履行義務を充足し収益認識する収益

⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
一定期間にわたり履行義務を充足し認識する工事高　5,413百万円

⑵ 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
　一部の連結子会社の工事契約に関する売上高は、当連結会計年度末までの進捗部分について履行義務
の結果を合理的に測定できる場合は、工事原価総額の見積額に対する累積実際発生原価の割合（インプ
ット法）により算出した進捗率に工事収益総額を乗じて算出しており、履行義務の結果を合理的に測定
できない場合は、累積実際発生原価の範囲でのみ収益認識を行っております。

②主要な仮定
　工事原価総額の見積りは、外部から入手した見積書や社内で承認された標準単価等の客観的な価格に
より詳細に積み上げて算出しておりますが、工事契約は個別性が強く画一的な判断尺度を得ることが困
難であり工事に対する専門的な知識と経験に基づく一定の仮定を伴います。
　また、工事完了までの工事原価総額の見積りについては、工事の進捗等に伴い各種工事費用の追加、
仕様変更等が生じる可能性があるため、その見積り及び仮定を継続的に見直しております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　工事原価総額の見積りは、工事契約の変更や外注費・資材価格の変動等の見積の前提条件の変動によ
って影響を受ける可能性があり、工事原価総額の見積りが実際と異なった場合、翌連結会計年度の連結
計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

４. 連結貸借対照表に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じた債権及び契約資産の残高
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現金及び預金 261百万円
受取手形及び売掛金 161百万円
棚卸資産 3,528百万円
建物及び構築物 423百万円
土地 1,059百万円
機械装置及び運搬具 2,954百万円

計 8,388百万円

短期借入金 333百万円
１年内返済予定の長期借入金 1,722百万円
長期借入金 5,435百万円

計 7,491百万円

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度増加
株式数

当連結会計年度減少
株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(株) 8,175,200 － － 8,175,200

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度増加
株式数

当連結会計年度減少
株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(株) 75,090 515 18,000 57,605

⑵ 担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

⑶　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　 2,587百万円
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が119百万円含まれております。

５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

⑵ 自己株式に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加515株は、譲渡制限付株式報酬制度対象者の退職に伴う無償取得500株、単
元未満株式の買取による増加15株であります。また、自己株式の減少18,000株は、譲渡制限付株式報酬
としての自己株式の処分によるものであります。
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決議 株式の
種類 配当の原資 配当金の総額

（百万円）
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年５月15日
取締役会

普通
株式 利益剰余金 72 9.00 2025年３月31日 2025年６月11日

決議 株式の
種類 配当の原資 配当金の総額

（百万円）
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2026年５月15日
取締役会

普通
株式 利益剰余金 73 9.00 2026年３月31日 2026年６月12日

⑶ 配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

６. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については主に流動性の高い預金等に限定し、資金調達については銀行を中
心とした借入による方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部外貨建てのものに
ついては、為替の変動リスクに晒されております。また、長期貸付金については、貸出先の信用リスクに
晒されております。
　営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものにつ
いては、為替の変動リスクに晒されております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており
ます。
　借入金は、運転資金及び設備投資等の資金の調達を目的とした資金調達であります。一部の借入金は変
動金利であり、金利の変動リスクに晒されております。
　デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワッ
プ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の
評価の方法等については、前述の１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
「⑷会計方針に関する事項 ⑦重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

－ 13 －



2026/06/01 11:30:32 / 25298396_株式会社エンバイオ・ホールディングス_招集通知

連結注記表

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、債権債務管理規程に従い、営業債権について経理部が取引先ごとの期日管理及び残
高管理を行うとともに、定期的に主要な取引先の信用状況を把握することで、信用リスクを管理してお
ります。
　長期貸付金については、期日管理及び残高管理を行っております。
　デリバティブ取引については、取引相手先が高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスク
はほとんどないと認識しております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社グループは、外貨建ての債権・債務については、重要なものについては為替予約を利用する方針
であります。また、借入金に係る支払利息の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用し
ております。
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引
先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
　デリバティブ取引の執行・管理については、「デリバティブ管理規程」に従い、担当部署が決済担当
者の承認を得て行っております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、管理本部が適時に資金繰計画表を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等に
より、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価
額が変動することがあります。また、注記事項におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、
その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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連結貸借対照表計上額
（百万円） 時 価 （ 百 万 円 ） 差 額 （ 百 万 円 ）

⑴ 投 資 有 価 証 券
そ の 他 有 価 証 券 62 62 －

⑵ 長 期 貸 付 金
（ 短 期 貸 付 金 を 含 む ） 1,967

貸 倒 引 当 金 △671
差 引 1,296 1,320 24

資 産 計 1,358 1,383 24
長 期 借 入 金 （ １ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 を 含 む ） 9,681 9,421 △260

負 債 計 9,681 9,421 △260
デ リ バ テ ィ ブ 取 引 （ ※ ） 106 106 －

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式・組合出資金 305百万円

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、買掛金及び短期借入金は
短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、長期貸付金
は貸倒引当金を控除しております。

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目
については（　）で示しております。

（注）市場価格のない株式等は、「資産⑴　投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金
融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであります。

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
　レベル１の時価：活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場

価格により算定した時価
　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券 62 － － 62
デリバティブ取引
　金利関連 － 106 － 106

資産計 62 106 － 169

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金（短期貸
付金を含む） － 1,320 － 1,320

資産計 － 1,320 － 1,320
長期借入金（１年内
返済予定の長期借入
金を含む）

－ 9,421 － 9,421

負債計 － 9,421 － 9,421

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引
　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時
価に分類しております。金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入
金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しておりま
す。

－ 16 －



2026/06/01 11:30:32 / 25298396_株式会社エンバイオ・ホールディングス_招集通知

連結注記表

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

2,388百万円 △541百万円 1,847百万円 2,044百万円

長期貸付金（短期貸付金を含む）
　貸付契約毎に分類した当該長期貸付金の元利金を同様の貸付において想定される利率で割り引い
た現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
　借入契約毎に分類した当該長期借入金の元利金を同様の借入において想定される利率で割り引い
た現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

７. 賃貸等不動産に関する注記
⑴ 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社の連結子会社である株式会社エンバイオ・リアルエステート及び株式会社エンバイオ・エンジニアリ
ングでは、東京都その他の地域において、賃貸用の店舗施設及び住宅等（土地を含む）を有しております。

⑵ 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は、賃貸等不動産の購入及び資本的支出等25百万円であ

り、主な減少額は、賃貸等不動産の減価償却及び保有目的の変更等567百万円によるものでありま
す。

３. 当連結会計年度末の時価は固定資産税評価額等を基に合理的に調整した価額を使用しております。
４. 当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は130百万円であります。
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売上区分
合計

土壌汚染対策事業 ブラウンフィー
ルド活用事業

自然エネルギー
事業

一時点で移転される財 1,500 3,004 2,468 6,972

一定の期間にわたり移
転される財 5,413 － － 5,413

顧客との契約から生じ
る収益 6,913 3,004 2,468 12,386

その他の収益 － 244 － 244

外部顧客への売上高 6,913 3,248 2,468 12,630

当連結会計年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 2,019 1,931
契約資産 334 377
契約負債 209 301

８. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「⑷会計方針に関する事項　⑥重
要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

⑶ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
当連結会計年度における当社及び連結子会社における顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負

債の期首残高及び期末残高は下記のとおりであります。なお、連結貸借対照表上、顧客との契約から生じた
債権及び契約資産は「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めており、契約負債は流動負債に計上しており
ます。

（単位：百万円）

（注）契約資産は主に、一定の期間にわたり履行義務が充足される請負工事契約において、期末日時点での
進捗度の測定に基づき収益を認識しておりますが、未請求の作業に係る対価に対する権利に関連する
ものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債
権に振り替えられます。
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⑴ １株当たり純資産額 1,139円31銭
⑵ １株当たり当期純利益 32円73銭

契約負債は主に、請負工事及び不動産販売の引渡前に顧客から受け取った前受金に関するものであ
り、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識した収益の額のうち、期首現在の契
約負債残高に含まれていた額は、178百万円であります。なお、当連結会計年度において、過去の
期間に充足した履行義務から認識した収益の額には重要性はありません。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11. その他の注記
⑴ 金額の表示単位の変更

　当連結会計年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
⑵ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで )

株 主 資 本

株主資本

合　計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 2,325 2,235 161 2,397 864 864 △38 5,548

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △72 △72 △72

当 期 純 利 益 63 63 63

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 7 7 3 11
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動
額 ( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 ー ー 7 7 △9 △9 3 1

当 期 末 残 高 2,325 2,235 169 2,405 855 855 △35 5,550

評 価 ・ 換 算 差 額 等 純資産

合　計
その他有価
証券評価差

額金
繰延ヘッジ

損益
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △4 25 20 5,568

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △72

当 期 純 利 益 63

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 11
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 変 動
額 ( 純 額 )

△3 42 38 38

当 期 変 動 額 合 計 △3 42 38 40

当 期 末 残 高 △8 67 58 5,609

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

－ 20 －



2026/06/01 11:30:32 / 25298396_株式会社エンバイオ・ホールディングス_招集通知

個別注記表

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
　有価証券

・子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券
　移動平均法による原価法によっております。
・その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によってお
ります。

　市場価格のない株式等
　　主として移動平均法による原価法によっております。

　なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有
価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

　デリバティブ
　時価法によっております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産

　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 24年
建物附属設備 ３～18年
工具器具備品 ５～10年

　無形固定資産
　定額法によっております。自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５
年）に基づいております。

⑶ 引当金の計上基準
貸倒引当金
　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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勘 定 科 目 当 事 業 年 度 計 上 額
関 係 会 社 株 式 479
そ の 他 の 関 係 会 社 有 価 証 券 450
関 係 会 社 株 式 評 価 損 －
短 期 貸 付 金 1,053
長 期 貸 付 金 8,539
上 記 に 係 る 貸 倒 引 当 金 △799
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 471

⑷ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。

⑸ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社の収益は、子会社からの経営管理料等及び受取配当金並びに再生可能エネルギーによる売電収入と
なります。
イ. 子会社からの経営管理料等

　子会社からの経営管理料等については、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行
義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識し
ております。

ロ. 子会社からの受取配当金
　子会社からの受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。

ハ. 再生可能エネルギーを利用した売電
　再生可能エネルギーを利用した売電は、顧客との契約に基づき電力を供給する履行義務を負ってお
り、当該履行義務は電力の供給時に充足されると判断していることから、顧客に電力を供給した時点で
収益を認識しております。

⑹ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用

　当社及び一部の連結子会社はグループ通算制度を適用しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
　関係会社投融資の評価

⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：百万円）
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現金及び預金 166百万円
売掛金 20百万円

計 187百万円

１年内返済予定の長期借入金 348百万円
長期借入金 2,620百万円

計 2,969百万円

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 19百万円

株式会社エンバイオ・リアルエステート 1,536百万円
ヴェガ・ソーラー合同会社 90百万円
アルタイル・ソーラー合同会社 306百万円
ソーラー年金株式会社 176百万円
株式会社土地再生投資 975百万円

計 3,084百万円

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報
　当社は、関係会社株式及びその他の関係会社有価証券について取得原価をもって貸借対照表価額と
し、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて
減損処理を行うこととしております。
　また、関係会社に対する短期貸付金及び長期貸付金の評価については、関係会社の財政状態が悪化
し、債権の回収に重大な問題が発生する可能性が高い場合に、個別に貸倒引当金を計上しております。
　関係会社株式の実質価額が著しく低下した際の回復可能性及び貸付金に関する回収可能性の見積り
は、当該関係会社の将来の事業計画等を基礎として行っておりますが、将来の経営環境の変化により、
見積の前提や仮定に変更が生じた場合には、翌事業年度における関係会社投融資の評価に重要な影響を
与える可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記
⑴ 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

　上記の他、銀行借入債務の担保として、子会社の現金及び預金の一部（86百万円）、子会社の売上債
権の一部（126百万円）、子会社の土地の一部（１百万円）並びに子会社所有の機械装置の一部（2,371
百万円）を担保に供しております。

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額１百万円が含まれております。

⑶ 保証債務
　以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
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① 短期金銭債権 1,060百万円
② 長期金銭債権 8,539百万円
③ 短期金銭債務 1百万円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業収益 648百万円
営業費用 21百万円

営業取引以外の取引高 200百万円

普通株式 57,605株

⑷ 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

５. 損益計算書に関する注記

６. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産
貸倒引当金繰入額 251百万円
関係会社株式評価損 112百万円
税務上の繰越欠損金　（注） 26百万円
減損損失 26百万円
株式報酬費用 6百万円
未払事業税 3百万円
その他有価証券評価差額 3百万円
その他 4百万円

繰延税金資産小計 435百万円
　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △26百万円
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △376百万円
評価性引当額 △403百万円
繰延税金資産合計 32百万円
繰延税金負債

繰延ヘッジ利益 30百万円
繰延税金負債合計 30百万円
繰延税金資産の純額 1百万円

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超 合計

税務上の繰越欠損金 2 － － 0 4 18 26

評価性引当額 △2 － － △0 △4 △18 △26

繰延税金資産 － － － － － － －

７. 税効果会計に関する注記
⑴  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
（単位：百万円）

⑵ グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に
関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年８月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこ
れらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

（百万円） 科 目 期 末 残 高
（百万円)

子会社 株 式 会 社
ｴﾝﾊﾞｲｵ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

所有
直接　100％

役員の兼任
経営管理

経営管理料
(注１) 149 － －

配当金の
受取

（注５）
126 － －

子会社 株式会社ｴﾝﾊﾞｲｵ･
ｴ ｼ ｶ ﾙ ･ ﾌ ﾟ ﾛ ﾀ ﾞ ｸ ﾂ

所有
直接　100％

資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注7） － 長期貸付金 328

子会社 株 式 会 社
ｴﾝﾊﾞｲｵ・ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ

所有
直接　100％

資金の貸付
役員の兼任
経営管理

資金の貸付 681 短期貸付金 810

資金の回収 984 － －

債務保証
（注２） 1,536 － －

配当金の
受取

（注５）
100 － －

子会社 株 式 会 社
土 地 再 生 投 資

所有
直接　60％

役員の兼任
経営管理

債務保証
(注２) 975 － －

子会社 ｳﾞ ｪ ｶﾞ ･ ｿ ｰ ﾗ ｰ
合 同 会 社

所有
直接　100％

役員の兼任
経営管理等

配当金の
受取

（注５）
120 － －

子会社 ｱ ﾙ ﾀ ｲ ﾙ ･ ｿ ｰ ﾗ ｰ
合 同 会 社

所有
直接　100％

資金の貸付
役員の兼任
経営管理等

債務保証
(注２) 306 － －

子会社 ｿ ｰ ﾗ ｰ 年 金
株 式 会 社

所有
直接　100％

資金の貸付
役員の兼任
経営管理等

－ － 長期貸付金 220

債務保証
(注２) 176 － －

子会社 太 陽 光 ﾊﾟ ｰ ｸ ２
合 同 会 社

所有
直接　100％

資金の貸付
役員の兼任
経営管理等

資金の回収 339 長期貸付金 2,754

利息の受取
(注６) 63 － －

債務被保証
(注３) 2,011 － －

担保の受入
(注４) 2,463 － －

８. 関連当事者との取引に関する注記
重要な子会社及び関連会社の状況
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個別注記表

種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

（百万円） 科 目 期 末 残 高
（百万円）

子会社 株 式 会 社
ｴ ﾝ ﾊﾞ ｲ ｵ C ･ ｴ ﾅ ｼﾞ ｰ

所有
直接　100％

資金の貸付
役員の兼任
経営管理等

資金の貸付 381 長期貸付金 1,962

資金の回収 163 － －

利息の受取
(注６) 41 － －

債務被保証
(注３) 2,613 － －

子会社 M a F 合 同 会 社 所有
直接　90％

資金の貸付
役員の兼任
経営管理等

－ － 長期貸付金 379

債務被保証
(注３) 264 － －

子会社 ｴ ﾝ ﾊﾞ ｲ ｵ C ･ ｳ ｪ ｽ ﾄ
合 同 会 社

所有
間接　100％ 資金の貸付

資金の貸付 713 短期貸付金 242

－ － 長期貸付金 654

債務被保証
(注３) 1,134 － －

子会社 株 式 会 社
ｴ ﾝ ﾊﾞ ｲ ｵ ･ ﾈ ｸ ﾃ ｽ

所有
直接　90％

資金の貸付
役員の兼任
経営管理

資金の貸付 200 長期貸付金 200

子会社 E n b i o 　 M i d d l e
E a s t  F Z E  L L C

所有
間接　100％

資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
(注8) 205 長期貸付金 1,999

利息の受取
(注６) 47 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 経営管理料については、双方協議のうえ、合理的に決定しております。

２. 子会社の金融機関の借入に対して、債務保証を行っております。なお、保証料は受領しておりません。
３. 当社の金融機関の借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料は支払っておりません。
４. 当社の金融機関からの借入金2,011百万円に対し、同社の現金及び預金の一部37百万円、売上債権の一部

53百万円、土地１百万円並びに機械装置の一部2,371百万円の担保提供を受けております。なお、保証料
は支払っておりません。

５. 配当金については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき、合理的に決定しております。
６. 貸付利率については、市場金利を勘案して決定しております。
７. 株式会社ｴﾝﾊﾞｲｵ･ｴｼｶﾙ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂに対する貸付については、328百万円の貸倒引当金を計上しております。
８. Enbio　Middle　East FZE LLCに対する貸付については、471百万円の貸倒引当金を計上しており、当事

業年度において、471百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。なお、取引金額には為替差損益は含
まれておらず、期末残高には為替差損益が含まれております。
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個別注記表

⑴ １株当たり純資産額 690円98銭
⑵ １株当たり当期純利益 7円79銭

９. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　１．重要な会計方針に係る事項に関する注記「⑸重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

12. その他の注記
⑴ 金額の表示単位の変更
　当事業年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
⑵ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 28 －


